
介護職員等に|よ .る たんの吸‐弓卜等の実施のため―の研修‐事業の実‐施について

○ 特別養護老人ホーム、障害者 (児 )施設や在宅等において、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等 (※ )の養成
に必要な研修事業を実施する。

※ 対象となる介護職員等の例 "・介護福祉士、保育士、ホームヘルパー、生活支援員、指導員、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員等

○ 平成23年度予算案額 940,329千円(老健局、障害保健福祉部の合計額)

【都道府県研修】
・たんの吸引等を行う介護職員等を養成するため、都道府県レベルにおいて研修を行う。
・予算案 916,500千 円  (内訳)老健局計上(施設関係)611,000千 円(1県あたり事業費26,000千 円、養成者数100人 )

障害部計上(在宅関係)305,500千 円(1県あたり事業費13,000千 円、養成者数50人 )

。実施主体 都道府県 (民間団体に委託可)  ・補助率 (補助割合)国 1/2、 都道府県1/2

【指導者講習】
・都道府県レベルで、たんの吸引等に関する研修指導を行う医師・看護師に対し、必要な講習を実施。
・予算案 23,829千円  ・実施主体 国

都道府県で実施

※ 研修内容等については、現在、
「介護職員等によるたんの吸引等
の実施のための制度の在り方に関
する検討会」において検討中。
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介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在 り方について

中間まとめ

平成 22年 12月 13日

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会

1 は じめに

介護職員等によるたんの吸引等の取扱いについては、介護現場におけるニー

ズ等も踏まえ、これまで、当面のやむを得ない措置 として、在宅 0特別養護

老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等がたんの吸引等の うちの一

定の行為を実施することが一定の要件の下に運用によつて認められてきた。

しか しながら、こうした運用による対応 (実質的違法性阻却)については、

そもそも法律において位置付けるべきではないか、グループホーム・有料老

人ホームや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅で

もホームヘルパーの業務 として位置付けるべきではないか等の課題が指摘

されている。

こうしたことから、当検討会は、介護現場等において、たんの吸引等が必要

な者に対 して、必要なケアをより安全に提供 し、利用者 と介護職員等の双方

にとつて安心できる仕組みとして、介護職員等によるたんの吸引等の実施の

ための法制度や教育・研修の在 り方について検討を行い、制度の在 り方につ

いての基本的な考え方 とその骨子についてとりまとめた。

また、教育・研修や安全確保措置の具体的内容等については、本年 10月 か

ら「試行事業Jが実施 されていることから、その結果について評価 と検証を

行い、さらに検討を進めることとしている。

2 これまでの経緯

(こ れまでの取扱い)

○ 医師法等の医療の資格に関する法律は、免許を持たない者が医行為を行 うこ

とを禁止 してお り、たんの吸引及び経管栄養は、原則 として医行為 (医師の

医学的判断及び技術をもつてするのでなければ、人体に危害を及ばし、又は

危害を及ぼすおそれのある行為)であると整理 されている。

○ このことを前提 としつつ、現状では、以下のような通知により、在宅におけ
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2)

3)

る筋萎縮性側索硬化症 (以下 「ALS」 とい う。)患者及びそれ以外の療養

患者 。障害者に対するたんの吸引や特別支援学校における教員によるたんの

吸引等、特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等については、実質的に違

法性が阻却 されるとの解釈によって、一定の条件下で容認 されてきた。

1)  「ALS(筋 萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について」 (平

成 15年 7月 17日 付け医政発第 0717001号 厚生労働省医政局長通知 )

「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて (協力依頼 )」

(平成 16年 10月 20日 付け医政発第 1020008号厚生労働省医政局長通知 )

「在宅におけるALS以 外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取

扱いについて」 (平成 17年 3月 24日 付け医政発第 0324006号 厚生労働省医

政局長通知 )

「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」 (平成

22年 4月 1日 付け医政発 0401第 17号厚生労働省医政局長通知 )

(最近の動き)

○ 「新成長戦略」 (平成 22年 6月 18日 閣議決定)においては、「不安の解消、

生涯を楽 しむための医療・介護サービスの基盤強化」 として、「医療・介護

従事者の役割分担を見直す」ことを提言 している。

○ また、「規制 。制度改革に係る対処方針」 (平成 22年 6月 18日 閣議決定)に
おいては、「医行為の範囲の明確化 (介護職による痰の吸引、胃ろ う処置の

解禁等 )」 として、「医療安全が確保 されるような一定の条件下で特別養護老

人ホームの介護職員に実施が許容 された医行為を、広 く介護施設等において、

一定の知識・技術を修得 した介護職員に解禁する方向で検討する。また、介

護職員が実施可能な行為の拡大についても併せて検討する。 <平成 22年度

中検討 。結論、結論を得次第措置 >」 とされたところである。

○ さらに、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」 (平成 22

年 6月 29日 閣議決定)においては、「たん吸引や経管栄養等の 日常における

医療的ケアについて、介助者等による実施ができるようにする方向で検討 し、

平成 22年度内にその結論を得る。」 とされたところである。

○ 力日えて、「介護・看護人材の確保 と活用について」 (平成 22年 9月 26日 総理

指示)に より、「介護人材の活用のため、在宅、介護保険施設、学校等にお

いて、介護福祉士等の介護職員が、たんの吸引や経管栄養等 といった日常の

『医療的ケア』を実施できるよう、法整備の検討を早急に進めること。」 と

の総理からの指示があったところである。

4)
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(本検討会における検討 )

〇 以上のような経緯を踏まえ、本検討会は、本年 7月 から検討を開始 し、本年

8月 9日 の第 4回検討会までの議論を踏まえて、「試行事業」を実施すること

が合意 され、同年 10月 から、合計 8団体の協力を得て、介護職員等による

たんの吸引等の試行事業が実施 されているところである。

○ なお、本年 11月 17日 の第 5回検討会においては、「今後の介護人材養成の

在 り方に関する検討会」から、「今後養成 される介護福祉士には、その本来

業務 として、たんの吸引等を実施することが求められる」との意見が提出さ

れ、この内容も踏まえて、議論を行つたところである。

(関係審議会の動き)

○ 社会保障審議会介護保険部会は、「介護保険制度の見直 しに関する意見」 (平

成 22年 11月 30日 )において、「今後、さらに医療ニーズが高い者が増カロす

ると見込まれることや、より安全なケアを実施するため、たんの吸引等を介

護福祉士や一定の研修を修了 した介護職員等が行えるよう、介護保険制度の

改正 と併せて法整備を行 うべきである」 としている。

3 基本的な考え方

(制度の在 り方 )

○ 介護の現場等におけるたんの吸引等のニーズや実態を踏まえ、必要な人に必

要なサービスを安全かつ速やかに提供することを基本 とすべきである。

○ 介護職員等によるたんの吸引等については、介護サー ビス事業者等の業務 と

して実施することができるよう位置付け、現在の実質的違法性阻却論に伴 う

介護職員等の不安や法的な不安定を解消することを目指す。

○ その際、現在の実質的違法性阻却論による運用の下で行われていることがで

きなくなるなど、不利益な変更が生 じないよう十分に配慮することが必要で

ある。

○ まずは、たんの吸引及び経管栄養を対象 として制度化を行 うが、将来的な拡

大の可能性も視野に入れた仕組み とする。ただ し、その際には、関係者を含

めた議論を経て判断することが必要である。

○ 安全性の確保については、医学や医療の観点からはもちろん、利用者の視′点

や社会的な観点からも納得できる仕組みによるものとする。

○ 介護職員等に対する教育・研修の在 り方については、不特定多数の者を対象

とする場合 と、特定の者を対象 とする場合を区別 して取 り扱 うものとする。
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後者については、特定の利用者 ごとに行 う実地研修を重視 した研修体系を設

けるなど配慮するものとする。

○ なお、医療提供体制や介護サービスの在 り方、医療 と介護の連携、介護職員

の処遇改善の在 り方など関連する事項については、所管の審議会等での議論

が必要である。

(医事法制 との関係 )

○ 今回の検討に当たつては、「医行為」に関する現行の法規制・法解釈につい

て、その基本的な考え方の変更を行 うような議論は、本検討会の役割を超え

るものであり、また、可能な限 り速やかに結論を得る必要があるとの認識の

下に、本検討会の議論においては、現時点における医事法制上の整理を前提

として議論を進めることとした。

○ なお、この点については、口腔内 (咽頭の手前)のたんの吸引など一定の行

為については、ある程度の研修を受ければ、技術的には医師、看護師等でな

くても実施できると考えられることを考慮 し、こうした一定の行為について

は「医行為ではない行為」と整理 した上で研修を行 うような仕組みとする方

が現実的なのではないか、との意見があつた。

○ 一方、安全性の確保 とい う観点からは、医療的なコン トロールの下に行われ

ることが重要であるほか、医事法制上は、安全性を確保するための教育・研

修を義務付ける必要がある行為を「医行為ではない行為」と整理することは

できないのではないかとの意見があつた。

○ こうした状況を踏まえると、現時点において、現行の取扱いを変更すること

は困難であるが、今後の課題 として、試行事業の検証結果等も踏まえ、対応

を検討する必要がある。

4 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の骨子

(制度の骨子 )

○ 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の骨子は、【別添】のと

お りであり、この骨子を踏まえて、「社会福祉士及び介護福祉士法」など関

連の法令上の位置付けを整理することが必要である。

○ 一方、新たな資格 として位置付けることには、慎重であるべきとの強い反対

意見があつた。

○ 現在、一定の条件の下にたんの吸引等を実施 している者が、新たな制度の下

でも実施できるよう、必要な経過措置を設けることが必要である。
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【別添】介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について (骨子 )

(医師・看護職員 との連携等 )

○ 介護職員等によるたんの吸引等の実施については、医師・看護職員 との適切

な連携・協働の下に行われることが必要である。

○ ただ し、たんの吸引等の行為の中には、介護福祉士や研修を受けた介護職員

等が実施す ることは安全性の観点か ら問題があるものがあるとの意見があ

った。

○ この点については、実際の介護現場等における利用者の状態や利用者の置か

れた環境によつては、介護職員等が実施することに適 さない場合もあること

から、実際に介護職員等が実施可能かどうか等について、あらか じめ医師が

判断 し、看護職員 との具体的な連携の下に実施することが必要である。

○ また、医師・看護職員 と介護職員等 との適切な連携 0協働の在 り方、安全確

保措置の具体的内容については、試行事業の結果等を踏まえてさらに検討す

る必要がある。特に、居宅は施設 と異な り、医療関係者が周囲に少ないこと

等を踏まえ、居宅における医師・訪問看護 と訪問介護等 との連携・協働につ

いては、積極的に促進 される仕組みが必要である。

○ なお、保健所についても、必要に応 じ、医師 。訪問看護 と訪問介護等 との連

携を支援することが必要であるとの意見があつた。

(医療機関の取扱い)

○ 医療機関の取扱いについては、今回の制度化の趣旨が、介護現場等における

たんの吸引等のニーズに対 し、看護職員のみでは十分なケアが実現できない

とい う現実の課題に対応 した措置であることから、所定の看護職員が配置さ

れているなど介護職員によるたんの吸引等を積極的に認める必要はないと

の考え方に基づき、実地研修を除き、対象外 と位置付けたところである。

○ しかしながら、介護療養型医療施設等の医療機関については、医療面におい

てはより安全な場所 と考えられることから、対象か ら除外すべきではないと

の意見があつた。

○ これに対 して、医療機関は 「治療の場」であり、患者の状態なども安定 して

いないなど課題 も多いことから、対象 とすべきではないとの意見があつた。

○ この問題については、医療・介護の在 り方に関する根本的な論点を含むもの

であり、別途、検討する必要があると考えられ、今後の検討課題 とすること

が適当である。
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○

○

5 教育 ヨ研修の在 り方

(教育 。研修カ リキュラム等 )

○ 「試行事業」においては、より高い安全性を確保 しつつ、評価・検証を行 う

とい う観′点から、50時間の講義を含む基本研修 と実地研修を行 うこととして

いるところであるが、研修時間が長すぎるのではないか、働きながら研修を

受講できるような柔軟な仕組みとすべきではないか、等の意見があつたとこ

ろであ り、これ らの点を含め、教育・研修の具体的な内容については、今後、

試行事業の結果等を踏まえてさらに検討する必要がある。

○ また、ALS等 の重度障害者の介護や施設、特別支援学校等における教職員

などについては、利用者 とのコミュニケーションなど、利用者 と介護職員等

との個別的な関係性がより重視 されることから、これ らの特定の利用者 ごと

に行 う実地研修を重視 した研修体系を設けるなど、教育 。研修 (基本研修及

び実地研修)の体系には複数の類型を設けることとし、その具体的内容につ

いても、試行事業の結果等を踏まえてさらに検討する必要がある。

6 試行事業の検証

○

平成 22年 10月 より、「試行事業」力`実施 されているところであるが、今後、

その結果について検証 していくこととしている。

今回の 「中間まとめ」は現行の医事法制の解釈等を前提 としつつ、介護職員

等によるたんの吸引等の実施のための制度の基本的な骨子について整理 し

たものである。

今後、教育 。研修カ リキュラムの内容、医師・看護職員 と介護職員等 との適

切な連携 。協働の在 り方、安全確保措置の具体的内容等のさらに詳細な制度

設計については、「試行事業」の検証結果等を踏まえて、引き続き検討する

ことが必要である。
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介護職員等 によるたんの吸引等の実施のための制度 について (骨子 )

1 介護職員等によるたんの吸引等の実施

○ たんの吸引等の実施のために必要な知識及び技能を身につけた介護職員等は、

一定の条件の下に、たんの吸引等を行 うことができることとする。

○ 介護職員等が実施できる行為の範囲については、これまで運用により許容 さ

れてきた範囲を基本 として、以下の行為 とする。

・ たんの吸引 (口 腔内、鼻腔内、気管カニュー レ内部 )

* 口腔内・鼻腔内については、咽頭の手前までを限度 とする。

。 経管栄養 (胃 ろう、腸ろう、経鼻経管栄養 )

* 胃ろう。腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確認は、

看護職員が行 う。

○ たんの吸引のみ、あるいは経管栄養のみ といつたように、実施可能な行為及

び実施のための研修に複数の類型を設ける。

○ まずは、たんの吸引及び経管栄養を対象 として制度化を行 うが、将来的な拡

大の可能性 も視野に入れた仕組み とする。ただ し、その際には、関係者を含め

た議論を経て判断することが必要である。

2 たんの吸引等を実施できる介護職員等の範囲

(1)介護福祉士

○ 介護の専門職である介護福祉士が、その業務 としてたんの吸引等を行 うこと

ができるようにし、養成カ リキュラムに基本研修及び実地研修を含むたんの吸

引等に関する内容を追力日する。

○ この場合、既に介護福祉士の資格を取得 している者については、一定の追加

的研修を修了することにより、たんの吸引等の行為を行 うことができることと

する。

(2)介護福祉士以外の介護職員等

○ 介護福祉士以外の介護職員等 (訪問介護員等の介護職員 とし、保育所にあつ

ては保育士、特別支援学校等にあつては教職員を含む。)については、一定の条

件下でたんの吸引等の行為を行 うことができることとする。具体的には、一定

の研修を修了 した介護職員等は、修了した研修の内容に応 じて、一定の条件の
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下に、たんの吸引等を行 うことができるものとする。

※ 介護福祉士のみでは現に存在するニーズに対応 しきれないこと、介護福祉

士養成施設の体制整備や新カ リキュラムでの養成に相当の期間を要すること

に留意。

3 たんの吸引等に関する教育 口研修

(1)たんの吸引等に関する教育 口研修を行う機関

○ 既に介護福祉士の資格を取得 している者や介護福祉士以外の介護職員等に対

してたんの吸引等に関する教育・研修を行 う機関を特定するとともに、教育 。

研修の内容や指導を行 う者等に関する基準を設定 し、その遵守について指導監

督を行 う仕組みを設ける。

(2)教育・研修の内容

○ 基本研修及び実地研修 とし、実地研修については可能な限 り施設、在宅等の

現場で行 うものとする。

なお、教育・研修の機会を増やす観点から、介護療養型医療施設や重症心身

障害児施設など医療機関としての位置付けを有する施設であっても、実地研修

の場 としては認めることとする。

○ 教育・研修の内容や時間数については、介護職員等の既存の教育・研修歴等

を考慮することができるものとする。

○ 上記の研修を行 う機関は、受講生の知識・技能の評価を行い、技能等が認め

られた場合のみ、研修修了を認めることとする。

○ 不特定多数の者を対象 とする教育・研修の内容 と、特定の者を対象 とする場

合 (ALS等 の重度障害者等の介護や施設、特別支援学校等における教職員な

ど)を 区別 し、後者は、特定の利用者ごとに行 う実地研修を重視 した研修体系

とするなど、教育・研修 (基本研修 。実地研修)の体系には複数の類型を設け

る。

○ 教育・研修の具体的内容 (時間数、カ リキュラム等)については、現在、行

われている 「試行事業」の結果等を踏まえてさらに検討する。

4 たんの吸引等の実施の条件

○ 介護の現場等において、一定のニーズはあるが、看護職員だけでは十分なケ
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アができない施設、在宅等 として、医師・看護職員 と介護職員等の適切な連携・

協働が確保 されていることを条件 とする。特に、居宅は施設 と異なり、医療関

係者が周囲に少ないこと等を踏まえ、居宅における医師・訪問看護 と訪問介護

等 との連携・協働については、積極的に促進 される仕組みが必要である。

○ 介護職員等にたんの吸引等を行わせることができるものとして、一定の基準

を満たす施設、事業所等を特定する。

<対象 となる施設、事業所等の例 >
・ 介護関係施設 (特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有

料老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護等 )

。 障害者支援施設等 (通所施設及びケアホーム等 )

。 在宅 (訪問介護、重度訪間介護 (移動中や外出先を含む)等 )

0特 別支援学校

○ 医療機関の取扱いについては、所定の看護職員が配置 されているなど介護職

員等によるたんの吸引等を積極的に認める必要がないことから、対象外 とする。

※ なお、この問題については、医療・介護の在 り方に関する根本的な論点を

含むものであり、別途、検討する必要があると考えられ、今後の検討課題 と

することが適当である。

○ 介護職員等がたんの吸引等を行 う上での安全確保に関する基準を設け、医

師・看護職員 と介護職員等の連携・協働の確保等、基準の遵守について指導監

督の仕組みを設ける。

○ 医師・看護職員 と介護職員等 との具体的な連携内容や安全確保措置の具体的

内容については、現在行われている 「試行事業」の結果等を踏まえてさらに検

討する。

5 制度の実施時期等

○ 介護保険制度等の見直 しの時期も踏まえ、平成 24年度の実施を目指す。た

だし、介護福祉士の位置付けについては、介護福祉士養成課程の体制整備や新

カ リキュラムでの養成期間等を踏まえた実施時期 とする。

○ 現在、一定の条件の下にたんの吸引等を実施 している者が、新たな制度の下

でも実施できるよう、必要な経過措置を設ける。
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4.介護サー ビス情報の公表制度について

(1)情報公表制度の見直 し等について

○ 情報公表制度については、制度施行後よりさまざまな指摘等があることか ら、平

成 24年度の介護保険制度全体の見直 しに向け、社会保障審議会介護保険部会にお

いて議論 されたところである。

○ 昨年 11月 30日 に 「介護保険の見直 しに関する意見」が取 りまとめられ、情報

公表制度については、「利用者にとって活用 しやすいもの となるよう、検索機能や

画面表示などを工夫するとともに、調査については、都道府県知事が必要 と認める

場合に、適切に実施することとするなど、事務の軽減を図 り、手数料によらずに運

営できる制度へ と変更すべきである。その際は、費用負担を含めて、都道府県の負

担等に配慮すべきとの意見があつた。また、公表 される情報については、都道府県

の判断により、事業者が任意でサー ビスの質や雇用等に関するデータを追力日できる

こととし、公表 され る情報の充実を図ってい くべきである。」 とされたところであ

る。

○ 現在、関係府省 と協議の上、次期通常国会への法案提出を目指 して作業を進めて

いるが、改正内容が決定 されるには、国会での審議を経て、法案が可決 される必要

がある。そのため、現時点においては、改正内容は決定事項ではないことに留意願

い スニ い 。

(2)平成 23年度の制度運営について

○ 平成 23年度の制度運営については、法改正前であることから、基本的に現行制

度による運営 となるものであるが、地域の実情に応 じて円滑な制度運営が図られる

よう、各都道府県におかれては、適切な対応をお願い したい。
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○ なお、介護保険部会での意見等を受け、既に平成 23年度の運営体制が確保でき

ないなどの影響が生 じている場合は、やむを得ない措置 として、昨年の 11月 末に

事務連絡を発出し、その運用方法をお示 ししているので、貴都道府県の実情に応 じ

て適切な制度運営をお願いしたい。

(3)情報公表制度の活用促進について

○ 情報公表制度は、利用者のニーズに合つたより適切な介護サー ビス・事業所の比

較検討、選択を支援等する制度であり、利用者等に活用 される制度 として定着 させ

ることが何より重要である。

○ その取組の一環 として、昨年度に介護サー ビス情報公表支援センター (以下支援

センターとい う)において開催 した利活用促進に向けた有識者等による研究会の報

告を踏まえ、今年度、「見やす さ」「使いやす さ」「分か りやす さ」に配慮 した公表

画面の開発 (例 :表示項 目の限定、検索機能の充実、用語解説機能の付加)を行 う

ための取 り組みを一部の都道府県においてモデル事業 として行つている。

○ 現在、モデル事業実施県において、モデル画面 (サマ リー版システム)に よる公

表を実施 してお り、そのモデル画面等に対する意見等を踏まえ、サマ リー版システ

ムを改善 し、平成 23年度以降、全ての都道府県において公表が実施できるよう対

応することとしているのでご了知願いたい。

○ なお、モデル事業において実施 している公表サービスは 5サービスであるが、介

護保険部会での意見を踏まえ、利用者にとつて活用 しやすいものとなるよう順次、

対象サービスを拡大 していくこととしている。

○ また、各都道府県においては、情報公表制度を広く普及させていくために、引き

続き、被保険者のいる世帯、管内市区町村、地域包括支援センター、居宅介護支援
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事業所等介護サービスの利用者の相談に応じる多様な主体に向けて、さまざまな手

法で広く情報公表制度の活用についての周知広報を行っていただきたい。

(4)平成 23年度の公表システム運用について

○ 平成 23年度の現行制度運営のための情報公表システムについては、本年度内に

支援センターから各都道府県に対 し、配布することとしてお り、 日程等詳細につい

ては、後 日改めてお知 らせする。

○ これまで公表 された情報については、そのデータを専用回線を通 じて、支援セン

ターに送信いただいているところであるが、専用回線の運用が平成 23年 3月 末を

もつて終了することから、平成 22年度の事業者情報について、年度内に支援セン

ターに送信いただくようお願いする。

○ 各都道府県の事情により、平成 22年度の全ての事業者情報の送信が終了できな

い場合の対応方法については、後 日、改めてお知 らせすることとしているので、対

応方よろしくお願い したい。

○ また、平成 23年度、国において暫定的に設置する公表システムサーバーについ

ては、現在、調達の手続きを進めているところであり、運用方法等については、別

途、詳細が決ま り次第お知 らせする。

○ なお、サマ リー版システムでの公表について、平成 23年度は、国が暫定的に設

置 した公表システムサーバーにおいて平成 22年度の事業者情報を公表することと

している。

(5)平成 24年度以降の公表システム運用について

○ 公表システムについては、これまで公表するためのシステム (ソ フ ト)を情報公
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表支援センターが開発 し、各都道府県に配布 したものを各都道府県が設置 した公表

システムサーバー (ハー ド)に取 り込み、公表システムの運用を行つてきたところ

である。

○ 制度見直 しに伴い平成 24年度以降は、システムの開発及び公表システムサーバ

ーの管理運営については、国において一括 して実施することとしてお り、各都道府

県に設置 されている公表システムサーバーを国において一元化 (国が新たにサーバ

ーを設置)することにより、公表システムの管理運営の効率化を図ることとしてい

る。

○ 公表事務については、国が設置 した公表システムサーバーを使用 して各都道府県

が実施することになるが、現在、各都道府県に設置 されている公表システムサーバ

ーを使用 して実施する場合 と同様に公表事務ができるものとすることとしている。

また、介護保険部会での意見を踏まえ、システムの画面等の改良も併せて実施す

ることとしている。

○ なお、サマ リー版システムでの公表について、平成 24年度以降については、新

たに国が設置 した公表システムサーバーにおいて、本体の公表システムと併せて公

表することとしている。

(6)国庫補助事業について

○ 情報公表制度については、平成 24年度からの制度見直 しに向け、今後法改正を

行っていくこととなるが、各都道府県におかれては、新制度施行に向け円滑な実施

が行われるよう、平成 23年度において制度周知等の各種準備をとり進められたい。

○ なお、各都道府県において、新制度施行に向けた事業者等への見直 し内容の周知

や、新制度移行までの暫定的な措置 として、平成 23年度に新規で公表対象 となる
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事業所等の情報の入力等を都道府県において実施するために必要な補助を行 うこと

としているので、積極的に活用願いたい。

平成 23年度予算額 (案 )

28,247千 円
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